
随意契約（プロポーザル等を除く）一覧表（健康福祉局分）（令和8年4月分） 別紙３ 

№ 担当課
問合せ先
（直通）

業務名 契約業者名
契約金額

（税込）（円）
契約日 随意契約の理由及び根拠法令

随意契約の
種別

備考

1
健康福祉
総務課

228-7212 福祉総合情報システム保守業務
富士通Japan株式会社
関西・中部公共ビジネス
統括部（大阪）

64,490,800 R8.4.1

　本業務の履行に必要な知識等を有する者が1者しかないため、本業務は競争
入札に適さず、随意契約を行うものである。
　本業務は、福祉総合情報システムの運用・保守等を行うものであり、稼働監視
や障害対応等、本業務を履行するためには、本システムの構成や設定の詳細
な知識及び保守に係る技術が必要である。
　仮に詳細な知識等を有しない業者が本業務を履行した場合、システム設定の
誤りやもれ、改修工数の増加等が生じること、また、処理の誤りによる各業務の
遅延、窓口対応の停滞が発生し、高齢者・障害者（児）福祉事業に係る市民
サービスに重大な影響を及ぼす恐れがあるため、詳細な知識等を有しない者に
本業務を委託することはできない。
　詳細な知識等を有し、システム全体の機能を損なうことなく本業務を適正に履
行できるものは、当該システムを開発・導入した業者であり、本業務に係る詳細
な知識・ノウハウ等を有する富士通株式会社から自治体向け事業に関する事業
承継を受けた富士通Japan株式会社以外にないため、当該業者との随意契約を
行うものである。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条
第1項第2号）

1者随契

2
健康福祉
総務課

228-7212

福祉総合情報システム制度改正
対応業務（マイナンバー連携対
応（精神障害者手帳の旅客区
分））

富士通Japan株式会社
関西・中部公共ビジネス
統括部（大阪）

6,882,700 R8.4.1

　本業務の目的は、既存の福祉総合情報システムを継続して使用することを前
提として、当該システム全体の機能を損なうことなく、マイナンバー連携（精神障
害者手帳の旅客区分）に対応するためにシステムの改修を行うことである。当該
目的を達成しつつ当該システムを継続的かつ円滑に使用できるようにするため
には、システム全体の構成の把握、プログラムの新規作成・変更内容、テスト内
容、改修が与える影響範囲の抽出、改修にあたっての詳細な手順や設定など、
当該システムにかかる詳細な知識や技術が不可欠であり、当該システムを構築
した者以外による適正な履行は見込めず、契約の性質及び目的が競争入札に
適しない。
　仮に詳細な知識等を有しない業者が本業務を履行した場合、システム設定の
誤りや漏れ、改修工数の増加等が生じる恐れがあること、また、処理の誤りによ
る高齢者・障害者（児）福祉事業に係る各業務の遅延、窓口対応の停滞が発生
し、市民サービスに重大な影響を及ぼす恐れがあることから、本業務を履行でき
るものは、当該システムを構築した業者であり、本業務に係る詳細な知識・ノウ
ハウ等を有する富士通株式会社から自治体向け事業に関する事業承継を受け
た富士通Japan株式会社以外にないため、当該業者との随意契約を行うもので
ある。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



3
健康福祉
総務課

228-7212
福祉総合情報システム制度改正
対応業務（令和8年度税制改正
対応）

富士通Japan株式会社
関西・中部公共ビジネス
統括部（大阪）

4,072,200 R8.4.30

　本業務の目的は、既存の福祉総合情報システムを継続して使用することを前
提として、当該システム全体の機能を損なうことなく、令和8年度税制改正に対
応するためにシステムの改修を行うことである。当該目的を達成しつつ当該シス
テムを継続的かつ円滑に使用できるようにするためには、システム全体の構成
の把握、プログラムの新規作成・変更内容、テスト内容、改修が与える影響範囲
の抽出、改修にあたっての詳細な手順や設定など、当該システムにかかる詳細
な知識や技術が不可欠であり、当該システムを構築した者以外による適正な履
行は見込めず、契約の性質及び目的が競争入札に適しない。
　仮に詳細な知識等を有しない業者が本業務を履行した場合、システム設定の
誤りや漏れ、改修工数の増加等が生じる恐れがあること、また、処理の誤りによ
る高齢者・障害者（児）福祉事業に係る各業務の遅延、窓口対応の停滞が発生
し、市民サービスに重大な影響を及ぼす恐れがあることから、本業務を履行でき
るものは、当該システムを構築した業者であり、本業務に係る詳細な知識・ノウ
ハウ等を有する富士通株式会社から自治体向け事業に関する事業承継を受け
た富士通Japan株式会社以外にないため、当該業者との随意契約を行うもので
ある。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

4
地域共生
推進課

228-0375
堺市コミュニティソーシャルワー
カー設置業務

社会福祉法人堺市社会
福祉協議会

60,906,120 R8.4.1

　少子高齢化や地域コミュニティの希薄化などをはじめとした社会情勢の変化に
伴い、地域における福祉課題は複雑化、多様化している。コミュニティソーシャル
ワーカーは、福祉制度の狭間に陥っている方や複合多問題を抱える方の支援を
通し、当人の課題整理や各専門機関との連携により問題解決を行うほか、地域
の福祉課題を抽出し、解決に向けた施策を本市に提案する等の業務を行うこと
で本市における地域福祉を総合的に推進することを目的として設置するもので
ある。
　上記目的の達成のためには、業務内容や業務実施方法の詳細を本市が仕様
書に規定し、価格による競争入札により事業者を決定することに適しない。
　また、本業務は、その性質上、個々人の生活課題への深い関与を要するた
め、受注者には地域住民からの高い認知度、信頼度が求められるほか、地域
課題の抽出においては、本市における地域福祉の現状・課題等に対する深い知
見を有することが求められる。加えて、本市における各専門相談機関等とのネッ
トワークづくりや課題解決に向けた施策提案など、本市域全体の地域福祉の推
進の観点から総合的にアプローチできることが必要とされる。これらの要件を満
たす者は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）において地域福祉の推進を図る
ことを目的とする団体として明記されており、地域住民からの認知度、信頼度が
高く、また、発足以来、本市の地域福祉への多様な取組みを通じて必要な知見
を有している堺市社会福祉協議会以外に無いため、当該団体との随意契約を
行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



5
地域共生
推進課

228-0375
堺市生活困窮者自立相談支援
事業運営業務

社会福祉法人堺市社会
福祉協議会

68,581,260 R8.4.1

　本業務は、生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者の自立と尊厳の確
保及び生活困窮者支援を通じた新たな社会資源の創出や地域における支援の
ネットワークの構築など地域の実情に応じた地域づくりを行うことを目的として、
生活困窮者からの相談を受け、福祉事務所や公共職業安定所などの関係機関
や民生委員・児童委員等の地域のネットワークと連携を図りながら、生活困窮者
のための包括的、個別的、継続的な支援を実施する業務である。
　（社福）堺市社会福祉協議会は、社会福祉法により地域福祉の推進を図ること
を目的とした団体としてさまざまな事業を実施している公共性の高い団体であ
り、長年の地域福祉活動で培った地域からの信頼と多様な社会資源とのつなが
り及び既存の人的資源を活かすことができ、本市において本業務を履行するた
めの知識及び経験を有する唯一の団体であり、生活困窮者からの相談を受け、
関係機関などと連携を図りつつ、包括的、個別的、継続的な支援の実施や地域
の実情に応じた地域づくりを効率的・効果的に推進するためには、当該団体へ
の発注を通じて履行することが最も適している。
　以上のことから、本業務の性質・目的は競争入札に適さず、（社福）堺市社会
福祉協議会に一者随契をするものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

6
生活援護
管理課

228-7412
身近な地域で行う日本語教育支
援業務

公益財団法人　大阪
YWCA

2,152,800 R8.4.1

本業務は地域社会で生活する上で日本語による意思疎通が十分にできずに、
地域住民と交流が進まない中国残留邦人等の一世、及び希望する仕事に就け
ない、あるいは、職場において十分に自らの思いを表現できないというコミュニ
ケーション力への不安を抱いている二世に対し、日本語教室を運営し、その教
室を活用して日本語を学習することを支援する業務である。本業務を運営できる
のは、平成13年11月から厚生労働省より中国帰国者支援・交流センター（近畿
センター）事業を受託し、大阪府内でも永住帰国した中国残留邦人等が多い堺
市南区で平成14年10月から「堺健老クラブ」を開講するなど、長年にわたり中国
帰国者支援に取り組んできた当該団体のみであり、他の業者では履行できない
ため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



7
長寿支援
課

228-8347
権利擁護サポートセンター運営
業務

社会福祉法人　堺市社会
福祉協議会

― R8.4.1

　本業務は、成年後見制度の利用などにより認知症高齢者や知的・精神障害者
など判断能力が十分でない方々の権利擁護を図るとともに、市民後見人など地
域福祉の新たな担い手の育成を促進し、誰もが住み慣れた場所で自分らしく安
心して暮らすことができる地域づくりを行うことを目的としている。
　上記目的達成のためには、当該センターが公平中立の立場から専門職団体、
相談支援機関等の中核的存在となり、権利擁護支援のネットワークを構築する
ことを必要とする。
　社会福祉法人 堺市社会福祉協議会が、社会福祉法により地域福祉の推進を
図ることを目的とした団体としてさまざまな事業を実施している公共性の高い団
体であることに加えて、市民の権利擁護を図るために当該団体が行っている日
常生活自立支援と成年後見制度の円滑な連携を図ることが国においても示され
ていることや、当該団体が受託している基幹型包括支援センターが行う権利擁
護機能との密接な連携が必要であることから本市において本業務を履行できる
のは当該団体のみである。
　以上のことから、本業務は業務の性質・目的が競争入札に適さず、社会福祉
法人堺市社会福祉協議会に一者随契するものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

基本契約金額
44,926,354円
実費相当額　権利
擁護専門相談業
務に要した金額

8
長寿支援
課

228-8347
成年後見制度の堺市長申立てに
係る親族関係図等作成業務

大阪府行政書士会 ― R8.4.1

　成年後見制度に係る後見等開始の審判請求にあたって、成年後見人等が選
任されるまでの期間は、事実上、権利を擁護する者が存在しないため、迅速な
対応が求められる。また、必要な事態が生じた際に本業務を発注することで、同
時多発的に事案が発生した場合でも迅速に対応できる体制を確保する必要が
ある。
　本業務は、行政書士法に基づき、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提
出する書類、その他権利擁護又は事実証明に関する書類を作成することを業と
する行政書士の職務であり、大阪府行政書士会は、大阪府に事務所を置くすべ
ての行政書士が加入する団体である。また、大阪府行政書士会は、同業務にお
ける他市町村との契約実績があるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

１件あたり業務完
了後、基本業務料
33,000円に戸籍取
得費等、郵送費等
を加えた額を支払
う



9
長寿支援
課

228-8347 堺市高齢者居宅生活支援業務 社会福祉法人　南の風 2,869,666 R8.4.1

堺市高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業は、シル
バーハウジングに入居する高齢者に対し生活上の指導及び相談をはじめ、緊急
時の対応等の業務を行っている。その達成のためには、堺市高齢者世話付住
宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業実施要綱第2条に基づき、当該シ
ルバーハウジングの近隣に施設を有していることが業務の円滑な遂行上必要
不可欠である。
また、本業務の現受託者は、地域包括支援センターの運営事業者又は養護老
人ホームの運営事業者として、高齢者支援に関する様々なノウハウを有してお
り、長期にわたり本業務を受託していることから、入居者の生活状況や介護状
態、緊急通報システムの仕様等を含む業務内容を習熟しており、対象となる入
居者と良好な関係を構築している。
このことから、他の受託者が実施するとなれば、日常の生活支援や緊急時の安
全な対応、入居者との関係について現在と同様の品質が担保されなくなる恐れ
があり、契約の性質及び目的が入札に適しない。
以上のことから堺市高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣
事業実施要綱に記載の法人と随意契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



10
長寿支援
課

228-8347 堺市高齢者居宅生活支援業務
社会福祉法人　関西福祉
会

2,869,666 R8.4.1

①堺市高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業
堺市高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業は、シル
バーハウジングに入居する高齢者に対し生活上の指導及び相談をはじめ、緊急
時の対応等の業務を行っている。その達成のためには、堺市高齢者世話付住
宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業実施要綱第２条に基づき、当該
シルバーハウジングの近隣に施設を有していることが業務の円滑な遂行上必要
不可欠である。
また、本業務の現受託者は、地域包括支援センターの運営事業者又は養護老
人ホームの運営事業者として、高齢者支援に関する様々なノウハウを有してお
り、長期にわたり本業務を受託していることから、入居者の生活状況や介護状
態、緊急通報システムの仕様等を含む業務内容を習熟しており、対象となる入
居者と良好な関係を構築している。
このことから、他の受託者が実施するとなれば、日常の生活支援や緊急時の安
全な対応、入居者との関係について現在と同様の品質が担保されなくなる恐れ
があり、契約の性質及び目的が入札に適しない。
以上のことから堺市高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣
事業実施要綱に記載の法人と随意契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

②堺市高齢者生活管理指導短期入所事業
堺市高齢者生活管理指導短期入所事業は、介護保険給付の対象外となる高齢
者に対して日常生活習慣の確立が図られるよう援助し、要介護状態への進行を
予防するため特別養護老人ホーム等に短期入所させることを目的としており、そ
の達成のためには、堺市高齢者生活管理指導短期入所事業実施要綱第3条第
1号及び同要綱第８条に基づき、所管部長が定める特別養護老人ホーム、養護
老人ホーム及び軽費老人ホームを有する適切な事業運営が確保できる社会福
祉法人において実施する必要があるため、契約の性質及び目的が入札に適し
ない。
以上のことから社会福祉法人関西福祉会と随意契約を行う。
（随意契約によることができる契約に関する規則第2条別表第6号）

1者随契

契約金額欄は①
の金額を記載
②単価契約
2,137円/1日
499円/送迎片道



11
長寿支援
課

228-8347 堺市高齢者居宅生活支援業務
社会福祉法人　大阪府社
会福祉事業団

2,869,666 R8.4.1

①堺市高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業
堺市高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業は、シル
バーハウジングに入居する高齢者に対し生活上の指導及び相談をはじめ、緊急
時の対応等の業務を行っている。その達成のためには、堺市高齢者世話付住
宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業実施要綱第2条に基づき、当該シ
ルバーハウジングの近隣に施設を有していることが業務の円滑な遂行上必要
不可欠である。
また、本業務の現受託者は、地域包括支援センターの運営事業者又は養護老
人ホームの運営事業者として、高齢者支援に関する様々なノウハウを有してお
り、長期にわたり本業務を受託していることから、入居者の生活状況や介護状
態、緊急通報システムの仕様等を含む業務内容を習熟しており、対象となる入
居者と良好な関係を構築している。
このことから、他の受託者が実施するとなれば、日常の生活支援や緊急時の安
全な対応、入居者との関係について現在と同様の品質が担保されなくなる恐れ
があり、契約の性質及び目的が入札に適しない。
以上のことから別紙1に記載の法人と随意契約を行う。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

②堺市高齢者生活管理指導短期入所事業
堺市高齢者生活管理指導短期入所事業は、介護保険給付の対象外となる高齢
者に対して日常生活習慣の確立が図られるよう援助し、要介護状態への進行を
予防するため特別養護老人ホーム等に短期入所させることを目的としており、そ
の達成のためには、堺市高齢者生活管理指導短期入所事業実施要綱第3条第
1号及び同要綱第８条に基づき、所管部長が定める特別養護老人ホーム、養護
老人ホーム及び軽費老人ホームを有する適切な事業運営が確保できる社会福
祉法人において実施する必要があるため、契約の性質及び目的が入札に適し
ない。
以上のことから別紙1に記載の法人と随意契約を行う。
（随意契約によることができる契約に関する規則第2条別表第6号）

1者随契

契約金額欄は①
の金額を記載
②単価契約
2,137円/1日
499円/送迎片道



12
長寿支援
課

228-8347
高齢者緊急通報システム保守管
理業務

大阪ガスセキュリティサー
ビス株式会社

― R8.4.1

本業務の履行に必要な知識や受信システム、緊急時の出動員の派遣体制等を
有する者が当該相手方一者しかないため、本業務は競争入札に適さず、随意
契約を行うものである。本業務は、緊急通報システムの運用・保守管理を行うも
のであり、当システムは平成16年に当該相手方が設定・設置したものである。本
業務では、利用者データの入力や管理、利用者からの健康相談への対応、緊
急時の出動員の派遣や安否確認等を一体的に行い、迅速に対応することが求
められるため、本業務の履行には、本システムに関する専門的かつ詳細な知識
等が必要である。本市では、緊急通報装置を購入し、利用者に貸与しているとこ
ろであるが、当該装置からの通報を確実に受信し、適切に対応するためには、
当該装置に対応した受信システム、緊急時の出動員の派遣体制を有する業者
への委託が不可欠である。現時点において、当該装置の通報を受信し、緊急時
の出動員の派遣体制を有する業者は当該相手方のみであり、他に代替可能な
業者が存在しない。仮に、詳細な知識や受信システム、緊急時の出動員の派遣
体制等を有しない者が本業務を履行した場合には、緊急通報装置の適切な管
理や通報の受信、緊急時の出動員の派遣等の迅速な対応ができず、高齢者の
安全確保等に重大な支障をきたしかねないことから、本業務を当該相手方以外
の者に委託することはできない。以上の理由から、本システムを設定・設置し、
システムに関し詳細な知識や受信システム、緊急時の出動員の派遣体制等を
有する大阪ガスセキュリティサービス株式会社と随意契約を行う。（地方公共団
体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号)

1者随契

・単価契約（新規
機器維持管理分）
＠198円/台（既存
機器維持管理分）
＠154円/台

・総価契約分（受
信センター運営
等）8,006,064円単
価契約分（受信セ
ンター運営等分）
＠308円/台（鍵預
かり分）＠550円/
台



13
長寿支援
課

228-8347
基幹型包括支援センター運営業
務

社会福祉法人　堺市社会
福祉協議会

278,613,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

14
長寿支援
課

228-8347
堺第１地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 堺福祉会 35,720,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

15
長寿支援
課

228-8347
堺第２地域包括支援センター運
営業務

公益財団法人 浅香山病
院

34,040,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

16
長寿支援
課

228-8347
堺第３地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 宏和会 28,340,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契



17
長寿支援
課

228-8347
堺第４地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 堺中央共
生会

28,340,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

18
長寿支援
課

228-8347
中第１地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 稲穂会 30,020,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

19
長寿支援
課

228-8347
中第２地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 東光学園 28,340,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

20
長寿支援
課

228-8347
中第３地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 悠人会 34,040,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

21
長寿支援
課

228-8347
東第１地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 そうび会 38,416,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契



22
長寿支援
課

228-8347
東第２地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 野田福祉
会

34,040,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

23
長寿支援
課

228-8347
西第１地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 コスモス 34,040,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

24
長寿支援
課

228-8347
西第２地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 あすなろ
会

39,740,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

25
長寿支援
課

228-8347
西第３地域包括支援センター運
営業務

社会医療法人 同仁会 30,020,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

26
長寿支援
課

228-8347
南第１地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 美木多園 35,720,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契



27
長寿支援
課

228-8347
南第２地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 こころの家
族

41,420,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

28
長寿支援
課

228-8347
南第３地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 よしみ会 34,040,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

29
長寿支援
課

228-8347
南第４地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 上神谷福
祉会

34,040,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

30
長寿支援
課

228-8347
北第１地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 みささぎ会 30,020,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

31
長寿支援
課

228-8347
北第２地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 関西福祉
会

28,340,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契



32
長寿支援
課

228-8347
北第３地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 堺暁福祉
会

28,340,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

33
長寿支援
課

228-8347
北第４地域包括支援センター運
営業務

社会福祉法人 大阪福祉
会

34,040,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

34
長寿支援
課

228-8347
美原第１地域包括支援センター
運営業務

社会福祉法人 大阪府社
会福祉事業団

28,340,000 R8.4.1

社会福祉法の規定により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立された法人
であり、本業務を適切に履行できると認められ、地域介護サービス運営協議会
の意見を踏まえ、「堺市地域包括支援センター運営事業実施要綱」第3条第2項
に委託先として規定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

35
長寿支援
課

228-8347
地域包括支援センター業務支援
システム運用保守業務

株式会社ブレインサービ
ス

3,080,000 R8.4.1

本業務は、既存の地域包括支援センター業務支援システムを継続して使用する
ことを前提に当該システムの機能保持・改善、又は障害発生時に迅速な解決を
図るものであり、業務遂行にあたってはシステム全体の構成や当該システムに
かかる詳細な知識や技術が不可欠である。このことから、当該システムを構築し
た者以外の者では適正な履行は見込めず、契約の性質又は目的が競争入札に
適しない。
　仮に他業者が本業務を履行した場合、障害発生時の対応やプログラムの機能
アップを行った際に、システム処理の誤りによる大阪府国民健康保険団体連合
会への給付管理票情報及び請求情報の送信誤り、対応の遅延、停滞等を生じ
させ、介護保険サービスを提供する事業者の請求業務に支障をきたす等、市民
サービスに著しく影響を及ぼす恐れがある。
　以上より、本業務を適正に履行できる者は、当該システムの構築者であり詳細
な知識等を有する株式会社ブレインサービスに限定されるため、随意契約によ
り業務を委託する。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契



36
長寿支援
課

228-8347
生活支援コーディネーター配置
業務

社会福祉法人　堺市社会
福祉協議会

133,643,800 R8.4.1

　本業務は、介護保険法第115条の45第2項第5号に掲げる包括的支援事業（社
会保障充実分）の生活支援体制整備事業として実施するものであり、重層的支
援体制整備事業に規定する地域づくり事業（社会福祉法第106条の4第2項第3
号）に位置付けて行うものであることから、地域ニーズと資源の状況の見える化
や関係者のネットワーク化、生活支援の担い手の養成等を通して高齢者の介護
予防や自立支援の推進を行う業務であり、業務を効果的に履行するにあたって
は、地域の支援者や専門相談機関等のネットワークを構築するコミュニティソー
シャルワーカー業務と一体的に推進し、高齢者の総合相談・支援等を行う基幹
型包括支援センターと密接に連携し事業展開を図ることが不可欠である。
　堺市社会福祉協議会は、本市の地域福祉の推進を図ることを目的として設立
された団体であり、本市の委託業務である地域の支援者や専門相談機関等の
ネットワークを構築するコミュニティソーシャルワーカー配置業務や、本業務と同
じく重層的支援体制整備事業で、高齢者の総合相談・支援等を行う基幹型地域
包括支援センター運営業務を受託している。本業務を効果的に進めていくには、
これらの業務と密接に連携して事業展開を図ることが不可欠であり、堺市社会
福祉協議会は関係機関や団体等との既存のネットワークを生かして本業務を進
めることができる唯一の団体であることから、契約の性質又は目的が競争入札
に適さず、当該団体と随意契約するものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

37
長寿支援
課

228-8347
認知症地域支援・ケア向上事業
実施業務

社会福祉法人　堺市社会
福祉協議会

20,726,000 R8.4.1

　本業務は、医療との連携を図り、地域における認知症ケア体制の構築を図る
ことを目的に、認知症地域支援推進員を配置し、認知症疾患医療センターを含
む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援
や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行うものである。
　上記目的を達成するためには、地域で認知症の方の支援を行っている基幹型
地域包括支援センター及び地域包括支援センターと連携を図ることにより、医療
と介護の切れ目のないサービスが提供される必要がある。（社福）堺市社会福
祉協議会は、社会福祉法により地域福祉の推進を図ることを目的とした団体と
してさまざまな事業を実施している公共性の高い団体であることに加えて、本市
から基幹型包括支援センターを受託し、各区で地域包括支援センターと連携し
て認知症の方を含めた高齢者支援を進めていることから、本市の全域において
広域的に本業務を適切に履行できるのは当該団体のみである。
　以上のことから、本業務は業務の性質・目的が競争入札に適さず、（社福）堺
市社会福祉協議会に一者随契するものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

38
長寿支援
課

228-8347 認知症初期集中支援推進業務
公益財団法人　浅香山病
院

10,700,000 R8.4.1

「堺市認知症初期集中支援推進事業実施要綱」第4条第2項にて、本業務の委
託先は「認知症疾患医療センター」とすることを定めており、当該法人は、「認知
症疾患医療センター」に指定されているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



39
長寿支援
課

228-8347 認知症初期集中支援推進業務
社会医療法人杏和会　阪
南病院

10,700,000 R8.4.1

「堺市認知症初期集中支援推進事業実施要綱」第4条第2項にて、本業務の委
託先は「認知症疾患医療センター」とすることを定めており、当該法人は、「認知
症疾患医療センター」に指定されているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

40
長寿支援
課

228-8347
堺市民生委員児童委員研修等
運営業務

堺市民生委員児童委員
連合会

― R8.4.1

　本業務は、堺市内の民生委員・児童委員の資質の向上を目的に、民生委員・
児童委員の研修ニーズを把握し、相談支援方法や、福祉分野に関する動向な
どの研修を企画、運営することとしていることから、履行の相手方が当該目的を
達成するには、研修等について民生委員・児童委員の資質向上に関する経験と
知識を有していることが不可欠である。
　堺市民生委員児童委員連合会は、民生委員・児童委員で構成される堺市内
唯一の団体であり、本業務の目的を達成するために必要な経験と知識を有して
いる堺市内唯一の団体であることから、本業務は他の事業者では履行できない
ため、競争入札には適さず、当該事業者と一者随契を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

・総価契約分
　1,859,000円

・実費相当額
　（他団体が主催
する会議等への民
生委員・児童委員
等の派遣に係る参
加費、往復交通
費、宿泊費及び宿
泊手当）

41
長寿支援
課

228-8347
在宅医療・介護連携推進事業実
施業務

一般社団法人　堺市医師
会

12,665,000 R8.4.1

本業務は、厚生労働省の「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」において、
介護保険法の地域支援事業と位置づけられ、市区町村が主体となり、郡市区医
師会と連携して取り組むこと、市区町村と郡市区医師会との協力の必要性につ
いて明記されている。また、在宅医療・介護連携推進事業は、平成24年度から
26年度まで国が主体として実施するものと位置づけられており、本市域において
は大阪府の基金を活用して一般社団法人堺市医師会が実施したものである
が、介護保険制度の改正に伴い、平成27年度から本市が主体となって実施して
いる。本市としても、厚生労働省が示す地域支援事業実施要綱及び堺市高齢者
保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、これまで本市域で地域包括システ
ム構築に向けて推進されてきた、在宅医療と介護の連携に関する実施内容を、
今後もより一層推進するため継続して取り組んでいく必要があり、本業務内容を
実施するにあたっては、本市での実績やノウハウの活用が不可欠であることか
ら、本業務を履行できる唯一の団体である一般社団法人堺市医師会と随意契
約を行うもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



42
介護保険
課

228-7513 介護保険システム運用保守業務
株式会社日立製作所　関
西支社

45,363,344 R8.4.1

　本業務は介護保険システムの運用・保守等を行うものであり、稼働監視や障
害対応等、本業務を履行するためには、本システムの構成や設定の詳細な知
識及び保守に係る技術が必要である。
　仮に詳細な知識等を有しない業者が本業務を履行した場合、システム設定の
誤りやもれが生じること、また処理の誤りによる各業務の遅延、窓口対応の停滞
が発生し、介護保険制度に係る市民サービスに重大な影響を及ぼす恐れがあ
るため、詳細な知識等を有しない者に本業務を委託することはできない。
　詳細な知識等を有し、システム全体の機能を損なうことなく本業務を履行でき
るのは当システムを開発・導入した株式会社日立製作所関西支社以外にないた
め、当該業者との随意契約を行うものである。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条
第1項第2号）

1者随契

43
介護保険
課

228-7513
介護保険システム改修業務（令
和8年度介護保険法改正対応）

株式会社日立製作所　関
西支社

31,915,044 R8.4.1

　本業務は、既存の介護保険システムを継続して使用することを前提として、当
該システム全体の機能を損なうことなくシステム改修に対応することを目的とし
ているため、当該目的を達成しつつ当該システムを継続的かつ円滑に使用でき
るようにするためには、プログラムの変更内容・テスト内容・本市独自のカスタマ
イズ部分の影響範囲の抽出等、改修にあたっての詳細な手順を把握し作業を
行うなど、当該システムの設定にかかる詳細な知識や技術が不可欠であるた
め、当該システムを構築した者以外の者による適正な履行は見込めず、契約の
性質及び目的が競争入札に適しない。
　仮に当該システムに係る詳細な知識等を有しない者が本業務を履行しようと
すると、システム設定の誤りや漏れ等が生じる恐れがある。その場合、処理の
誤りによる各業務の遅延が発生し、介護保険制度に係る市民サービスに重大な
影響を及ぼす恐れがある。
　以上のことより、本業務を適正に履行できる者は、当該システムの詳細な知識
等を有する、当該システムを構築した業者である株式会社日立製作所以外に無
いため、当該業者への随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



44
医療年金
課

228-7375
後期高齢者医療電算システム維
持管理業務

株式会社日立製作所　関
西支社

9,364,835 R8.4.1

　本業務は後期高齢者医療電算システムの運用・保守を行うものであり、稼働
監視や障害管理等、本業務を履行するためには本システムの詳細な設定や各
種サーバの構成等システムについての詳細な知識及び保守に関する技術が必
要である。
　仮に詳細な知識等を有しないものが本業務を履行した場合、システムの稼働
監視等を行うにあたりシステムに異常が生じた際の迅速な対応ができなくなるこ
とにより、区役所窓口での市民対応の遅延や停滞が発生し、市民サービスに重
大な影響を及ぼす恐れがあるため、本業務を詳細な知識を有しない者に委託す
ることはできない。
　また、本業務にはカスタマイズ作業に伴うパッケージソフトの仕様変更作業が
含まれるため、ソフトの著作権を有する業者しか対応ができない。
　詳細な知識及びソフトの著作権を有しており、システム全体の機能を損なうこ
となく本業務を履行できるのは当システムを構築・導入した株式会社日立製作
所以外にないため、当該業者との随意契約を行うものである。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条
第1項第2号）
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

1者随契

45
医療年金
課

228-7375
堺市保険年金電算システム運用
保守業務

株式会社日立製作所　関
西支社

18,290,780 R8.4.1

　本業務は保険年金電算システムの運用・保守を行うものであるが、稼働監視
や障害管理等、本業務を履行するためには本システムの詳細な設定や各種
サーバの構成等システムについての知識が必要であり、システム全体の機能を
損なうことなく本業務を履行できるのは当システムを開発・導入した当該業者の
みである。
　他業者が本業務を履行した場合、システムの稼働監視等を行うにあたりシステ
ムに異常が生じた際の迅速な対応ができなくなることにより、区役所窓口での市
民対応の遅延や停滞が発生する可能性が高い。あわせてプログラム改修時に
想定外の誤りが発生した場合、保険料の算定誤りや保険資格情報の誤り、給付
金の支給内容誤りなど、市民サービスに重大な影響を及ぼす恐れがある。
　以上の理由により、本システムの開発業者である当該業者と随意契約を行う
ものである。

（地方自治法施行令第167条の２第1項第2号）

1者随契



46
医療年金
課

228-7375
保険年金事務電算システム改修
業務（国民年金システムパッケー
ジバージョンアップ対応）

株式会社日立製作所　関
西支社

19,193,350 R8.4.1

　本業務は、令和７年度税制改正への対応及び国民年金法の改正への対応の
ためのシステム改修業務であり、業務目的を達成しつつ保険年金事務電算シス
テム（以下、現システムという。）を継続的かつ円滑に使用できるようにするため
には、現システム全体の構成の把握、プログラムの新規作成・変更内容、テスト
内容、今回の作業が与える影響範囲の抽出、今回の作業にあたっての詳細な
手順や設定など、現システムにかかる詳細な知識や技術が不可欠であるため、
現システムを構築した者以外のものによる適正な履行は見込めず、契約の性質
及び目的が競争入札に適しない。
　仮に現システムにかかる詳細な知識等を有しない者が本業務を履行すると、
必要なデータの抽出漏れやシステム設定の誤りや漏れ、作業工数の増加等が
生じる恐れがあり、また、処理の誤りが発生した場合、各業務の遅延、窓口対応
の停滞等が発生し、国民年金制度に係る市民サービスに重大な影響を及ぼす
恐れがある。
　以上のことより、本業務を適正に履行できるものは、現システムの詳細な知識
等を有する、現システムを構築した業者である株式会社日立製作所以外にない
ため、当該業者への随意契約を行うものである。

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

47
医療年金
課

228-7375
堺市在宅要介護者等訪問歯科
健診業務（美原区を除く。）

一般社団法人　堺市歯科
医師会

― R8.4.1

堺市在宅要介護者等訪問歯科健診業務は、歯科健診を受診するために出向く
ことが困難な在宅被保険者に対し、誤嚥性肺炎等の疾病を予防するため歯科
医師等が訪問により歯科健診を実施する業務であり、高齢者の身体機能の維
持及びフレイルの予防を目的とする事業である。
　本業務は医療行為であり、競争入札になじむものではなく、上記目的を達成す
るためには、相応する資力、信用、技術、経験等を有する本市内の各医療機関
により、健診等を行う必要がある。
　また、一般社団法人堺市歯科医師会は、市民の歯とお口の健康を守り、歯科
医療を通じて社会に貢献することを目的とした団体であり、市内（美原区を除
く。）全域に会員の歯科医院を有しており、被保険者毎のニーズ（被保険者やそ
の家族等からの限定された希望時期等）の対応ができ、本業務を円滑かつ確実
に遂行できる体制を有している市内唯一の団体であるため、当該事業者と一者
随契を行うもの。

(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

総価契約分
200,000円
単価契約分14,300
円/件、5,927円/
件



48
障害施策
推進課

228-7818
手話通訳者・要約筆記者派遣
（報告書点検及び謝礼金等支
払）業務

堺市社会福祉事業団・堺
障害者団体連合会・フィッ
トネス２１事業団共同事業
体

― R8.4.1

　本業務の目的は、手話通訳者・要約筆記者が提出する派遣報告書の内容点
検を行い、正確かつ円滑な謝礼金及び交通費の支払いを行うものである。本業
務の業務目的の達成のためには、派遣コーディネートを指定管理業務として実
施している堺市社会福祉事業団・堺障害者団体連合会・フィットネス21事業団共
同事業体と契約することが適しており、要綱においても指定管理者に行わせると
いうこととしている。よって当該相手方と一者随契するものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

[基本額]4,808,000
円
[実績額]派遣1時
間あたり2.280円
交通費については
実費を支給する。

49
障害施策
推進課

228-7818 障害者就業・生活支援業務
堺市障害者就労促進協
会

52,308,520 R8.4.1

　本業務の適正な履行に必要な要件を満たす者が1者に限定されるため、競争
入札に適さず、随意契約を行うものである。
　本業務は、就業又はこれに伴う日常生活若しくは社会生活において支援を必
要とする障害者の、職業生活における自立及び職業の安定を図ることを目的
に、障害者の就労及びこれに伴う日常生活若しくは社会生活のための相談、指
導及び助言等を行う業務である。
　本市では、就労支援を強化することを目的として、障害者の雇用の促進等に
関する法律に基づき国が実施する障害者就業・生活支援センター事業に加え、
本業務を実施している。
　就労支援体制を強化するためには、国が実施する障害者就業・生活支援セン
ター事業と同等以上の履行水準により本業務を実施することが求められること
から、同法第27条の規定に基づき、職員、業務の方法その他の事項についての
業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行す
るに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること、そのほか業務
の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉
の増進に資すると認められることの要件を満たし大阪府知事の指定を受けてい
る事業者に委託する必要がある。
　本市において上記要件を満たし、大阪府知事の指定を取得した団体は特定非
営利活動法人堺市障害者就労促進協会以外に無いため、当該業者との随意契
約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



50
障害施策
推進課

228-7818
堺市立舳松職能訓練センター職
業訓練業務

堺市就労支援協会 17,128,000 R8.4.1

　本業務は、企業への就労が困難な心身障害者に対し、一定の訓練と技能養
成を行うことによって、その就労・自立を推進するとともに、同和問題を始め、あ
らゆる人権問題の速やかな解決に資するために設置された舳松職能訓練セン
ターにおいて、障害者に対し一定の職業的訓練（職業能力の開発・技能養成
等）を行うことにより、これらの訓練を通じて社会適応性の向上を図り、就労自立
の実現を目的とするものである。
　障害者をはじめとした就職困難者の中には、就労に対する意欲がありながら、
さまざまな阻害要因を抱えているため、民間企業での勤務に対する不安を持っ
ているなどの理由により、就労に踏み出せない者がいる。行政として、当該就労
困難者に対して、将来的に安定した就労を実現するための準備としての「働く
場」や「教育・研修の場」の提供を通じて就労自立に向けた支援を行う必要があ
る。
　公益財団法人堺市就労支援協会は、「市民の就労促進、市民相互のコミュニ
ケーションの場づくり、同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決、地域振興」
を目的として本市が設立し、就職困難者に対する就労訓練と就労支援のノウハ
ウ、実績を持つ唯一の団体であり、上記業務目的を達成するためには、当該団
体への発注を通じて業務履行することが最も適している。以上のことから、本業
務は性質・目的が競争入札に適さず、公益財団法人堺市就労支援協会へ随意
契約するものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

51
障害施策
推進課

228-7818
堺市強度行動障害支援体制整
備事業委託業務

社会福祉法人北摂杉の
子会

3,133,000 R8.4.1

　本業務は、第5次堺市障害者計画に基づき、堺市内の強度行動障害のある人
へ適切かつ統一的な支援体制の構築を目的に、法人等に対し、研修等を実施
するものである。
　当該目的を達成するためには、支援困難者への適切な評価（アセスメント）や
多様な支援者間の連携について、高度かつ専門的な知識及び技術が必要であ
る。また、地域の体制整備において高度な専門性を有する者として国から認定さ
れた、全国でも十数名しかいない広域的支援人材でなければ、根拠に基づいた
適切なアセスメントや助言等が困難であるため、本業務を適正に履行することが
できない。仮に当該法人以外が本業務を履行すると、不適切な支援の結果、支
援困難者の状態が増悪することにより、それぞれの特性に合わせた環境の調
整や適正な支援ができず、安定的な生活に重大な影響を及ぼすことになる。
　継続的な支援が可能である近畿圏内において、広域的支援人材として認定を
受けた者を有し、かつ研修やコンサルテーションを事業として実施している者は
当該法人以外にない。また、大阪府から現在も受注している重度の行動障害を
支援するグループホームへコンサルテーション等を実施する類似業務も、当該
法人が支援プログラムの活用や高い専門性を有していることから随意契約と
なっている。そのほか多数の支援実績を有し、「機関コンサルテーション」として、
事業者からの相談に応じ、講義、訪問コンサルテーション、実践報告会、研究会
等の人材育成に関するノウハウが豊富である。
　なお、本業務について、令和5年7月に堺市内の障害支援に関する社会福祉法
人等（約10者）に対してヒアリングを実施したところ、専門的技術やコンサルテー
ション等のノウハウが不足しているとの理由のため、受注できない旨、確認して
いるものである。以上のことから、本業務を適正に履行できる者は、当該法人以
外になく、契約の性質及び目的が競争入札に適さない。よって当該法人を相手
方とし、随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



52
障害施策
推進課

228-7818
区障害者基幹相談支援センター
運営業務

特定非営利活動法人堺
市相談支援ネット

219,896,776 R8.4.1

　本業務は、障害者総合支援法第77条の2及び堺市障害者基幹相談支援セン
ター事業実施要綱の規定に基づき、区障害者基幹相談支援センターを運営する
ものである。基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割
を行う機関として、身体、知的、精神等のあらゆる障害者の相談等の業務を総
合的に行うことを目的とした施設である。区障害者基幹相談支援センターは、原
則としてその所在区の域内を対象として業務を行っている。また、地域におい
て、事業所への助言や人材育成、相談支援の質の向上を担うため、障害者の
相談に対して十分な経験と高度な知識を持つ相談専門員、専門的知識を持つ
相談員の相応数の配置を可能とする団体への委託が必要である。
　別途に事業者指定の決定を受けている特定非営利活動法人堺市相談支援
ネットは、障害種別を問わず全ての障害者に対して公平中立の立場で相談支援
を行うことを目的として、身体、知的、精神の相談支援に実績のある市内の主要
な法人が結集して設立された法人である。当該法人は、平成24年度から本業務
を受託しており、相談支援業務をはじめとする各事業の実績も良好である。ま
た、地域の関係機関とのネットワークの構築や区自立支援協議会の開催等、地
域での中核的役割を担っている。よって、当該相手方と随意契約を行うものであ
る。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

53
障害施策
推進課

228-7818 総合相談情報センター運営業務
特定非営利活動法人堺
市相談支援ネット

― R8.4.1

　本業務は、障害者総合支援法第77条の2及び堺市障害者基幹相談支援セン
ター事業実施要綱の規定に基づき、総合相談情報センターを運営するものであ
る。基幹相談支援センターは、身体、知的、精神等のあらゆる障害者の相談等
の業務を総合的に行うことを目的とした施設である。総合相談情報センターは市
全域を対象として業務を行い、各区基幹相談支援センターに関する広域調整、
技術的指導、情報の集約・発信等を行うことを目的としている。また、地域にお
いて、事業所への助言や人材育成、相談支援の質の向上を担うため、障害者の
相談に対して十分な経験と高度な知識を持つ相談専門員、専門的知識を持つ
相談員の相応数の配置を可能とする団体への委託が必要である。
　別途に事業者指定の決定を受けている特定非営利活動法人堺市相談支援
ネットは、障害種別を問わず全ての障害者に対して公平中立の立場で相談支援
を行うことを目的として、身体、知的、精神の相談支援に実績のある市内の主要
な法人が結集して設立された法人である。当該法人は、平成24年度から本業務
を受託しており、相談支援業務をはじめとする各事業の実績も良好である。ま
た、地域の関係機関とのネットワークの構築や区自立支援協議会の開催等、地
域での中核的役割を担っている。よって、当該相手方と随意契約を行うものであ
る。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

［基本額］
50,611,660円
［実績額］単価契
約　医師及び弁護
士による相談1件
につき11,000円ほ
か
上限330,000円



54
障害支援
課

228-7411
発達障害専門医療機関ネット
ワーク構築業務

社会医療法人　杏和会 10,309,000 R8.4.1

本業務は、円滑な発達障害の診療体制を整備するため、発達障害の高度な専
門性を有する拠点医療機関を中心とした医療のネットワークを構築し、発達障害
に対応できる専門的な医療機関の確保を図ることを目的とし、医療関係者に向
けた研修や医療支援及び受診を希望する当事者等に対する情報提供等を実施
するものである。
また、本業務は本市内において発達障害の拠点医療機関を運営する法人に委
託し実施するものであり、履行にあたっては、発達障害に関して、専門的な検
査、診断、専門療法、リハビリテーション等を小児及び成人を対象に実施し、本
業務を実施するための業務体制等が確保できることが必要とされる。
堺市発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業実施要綱に基づき選定した
拠点医療機関は、「精神科」及び「児童精神科」を標榜しており、外来及び入院
での専門的な治療・リハビリテーションが可能であり、リハビリテーションに係る
人員として、作業療法士（OT）のほか、理学療法士（PT）及び言語聴覚士（ST）
を確保していることから、本業務の適切な履行が見込めるため。（地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

55
障害支援
課

228-7411 障害児等療育支援業務

（社福）コスモス
（社福）堺あすなろ会
（社福）大阪府肢体不自
由者協会
（社福）こころの窓
（特非）ぴーす
(社医）ペガサス

― R8.4.1
 本業務は、障害児にかかる相談や療育指導を行うための実績を有する事業者
でなければ履行できないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

単価契約
訪問療育等指導事業１
時間半以上11,770円/1
人
外来療育等指導事業1
時間半以上3,410円/1
人
施設支援指導事業1時
間半以上11,770円/1回
ほか

56
障害支援
課

228-7411 発達障害児（者）支援事業

国立大学法人大阪大学
大学院大阪大学・金沢大
学・浜松医科大学・千葉
大学・福井大学連合小児
発達学研究科

14,495,000 R8.4.1

本事業は、養育者の子育ての困難感や発達の不安への助言及び子どもの行動
観察を行い、医療機関等必要な支援機関を紹介し、安心して就学を迎えること
ができるよう必要な支援を行うものであり、履行にあたっては、発達障害児に関
する最新の知見及びエビデンスに基づく療育実践による的確な判断と助言が必
要とされ、競争入札には適さない。
　　国立大学法人大阪大学は、平成17年に浜松医科大学と金沢大学と共同で
「こどものこころの発達研究センター」を発足、平成21年には全国初の3大学によ
る連合小児発達学研究科（大学院）を発足し、平成24年から5大学の連合大学
院となっている。発達障害児の研究及び子どものこころを扱う専門家の育成に
ついて先進的に取り組んでおり、医師、心理職等専門職の支援をもとに本事業
を履行することができる府内で唯一の研究機関である。また、平成18年以降、本
事業にかかる複数の研究実績があり、令和６年には相談利用後の発達指数の
改善や養育者の自己効力感の向上について発表している。このことから、当該
事業を委託するには最も適しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



57
障害支援
課

228-7411
さかいっこひろばにおける発達障
害児支援事業

国立大学法人大阪大学
大学院大阪大学・金沢大
学・浜松医科大学・千葉
大学・福井大学連合小児
発達学研究科

14,000,000 R8.4.1

　当該相手方は、脳研究、教育学、精神臨床など各分野の最先端を研究する5
大学による研究科を設置するとともに、附属センターにおいて発達障害の早期
発見・早期支援の実践に取り組むなど、発達障害に関する高度な研究機能を有
しており、すでに本市の発達障害に関する事業において、「堺市版PTSS」（ペア
レントトレーニング）など独自の手法を開発し実施している。本業務においても
「堺市版PTSS」を活用した当該手法が必要とされ、当該相手方でなければ履行
できない業務であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

58
障害支援
課

228-7411
堺市障害者（児）緊急時かけつ
け等業務

特定非営利活動法人堺
市相談支援ネット

― R8.4.1

　本業務は、地域で生活する障害者（児）の介護者の緊急時等において、障害
者（児）に支援を行うものであり、市内の障害福祉サービス等の実施事業所の連
携及び障害者（児）への相談支援が必要である。
　　「特定非営利活動法人　堺市相談支援ネット」は、平成２４年度から本市の
「総合相談情報センター運営業務」及び「区障害者基幹相談支援センター運営
業務」を受託し、その実績を通じて、障害者の幅広い相談支援やその対応、地
域の関係機関とのネットワークの構築や調査を行うなど、障害者の地域生活支
援の中核的役割を確実に担っており、本業務を履行するものとして最も適してい
るため、随意契約を行うものである。
　（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

総価契約分
2,330,000円
単価契約分（実績
額）11,000円／件
ほか

59
障害支援
課

228-7411
障害児通所支援事業者育成業
務

社会福祉法人コスモス・
社会福祉法人堺あすなろ
会・社会福祉法人こころ
の窓・特定非営利活動法
人ぴーす

19,880,000 R8.4.1

　本業務は、障害児の発達支援・訓練等に関する助言、指導及び研修等を実施
することにより、事業所職員の支援技術の向上を図るとともに、指定基準並びに
各ガイドラインに基づいた障害児通所支援の推進を図ることを目的として、定期
的かつ継続的に指定障害児通所支援事業所を対象に施設支援を実施するもの
である。
　上記施設支援を有効的に行うためには、当該事業所の課題・現状・支援方法
について、知識、実績に基づいた研修等を実施する必要があり、障害児にかか
る相談、療育指導を行うための専門技術及び相談の実績を有する事業者でな
いと適正な履行が認められない。
　以上のことから、障害児にかかる相談、療育指導を行うための専門技術及び
実績を有する者として公募により選定し実施している障害児等療育支援事業の
事業者のうち、相談支援・療育指導の実績があり、本業務の受注意思がある事
業者と随意契約を行うものであるため。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契
1法人4,970,000円
×4法人



60
健康医療
政策課

248-6004 健康管理システム運用保守業務
日本コンピューター株式
会社

39,600,000 R8.4.1

　本業務は、成人保健、母子保健、予防接種等の業務支援を行うための「健康
管理システム」を円滑かつ継続して使用することを目的として運用保守を行うも
のである。そのためには、システムの構成全体を把握し、プログラムの作成、変
更等の詳細な手順や設定など、当該システムに係る高度かつ詳細な知識及び
技術が不可欠である。よって開発業者以外による適正な履行は見込めず、契約
の性質及び目的が競争入札に適しない。
　仮に詳細な知識等を有しない業者が本業務を履行した場合、システム設定の
誤りやもれが生じること、また処理の誤りによるがん検診・特定健診など成人保
健、乳幼児健診など母子保健、予防接種の対人保健業務と育成医療及び養育
医療の医療給付業務の情報連携の遅延や停滞が発生し、保健衛生業務に係る
市民サービスに重大な影響を及ぼす恐れがある。
　以上より、詳細な知識等を有し、システム全体の機能を損なうことなく本業務を
履行できるのは当システムを開発・導入した日本コンピューター株式会社以外に
ないため、当該業者との随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

61
健康医療
政策課

248-6004
健康管理システム改修業務
（データ標準レイアウト改版対
応）

日本コンピューター株式
会社

6,105,000 R8.4.1

マイナンバー制度における情報提供ネットワークシステムでは、国が定めるデー
タ標準レイアウトに基づき、情報連携を行っている。地方公共団体情報システム
機構（J-LIS）より「令和8年6月向けデータ標準レイアウト」が公開され、令和8年6
月15日より新レイアウトを用いた情報連携が開始されることが示された。 開始
日以降は、新レイアウトへの完全準拠が必須となり、旧レイアウトでは情報連携
ができない。

本業務は、令和8年6月向けデータ標準レイアウト改版に対応するため、健康管
理システムの副本の作成を行う機能の改修を行うものである。正しく情報連携で
きるように改修するためには、当該システムの設計等についての詳細な知識及
び技術が必要不可欠であるため、当該システムを構築した者以外のものによる
適正な履行は見込めず、契約の性質及び目的が競争入札に適しない。

仮に詳細な知識等を有しない者が本業務を履行した場合、システム内に保存さ
れている情報の中から改版後のデータ標準レイアウトに対応した項目を正しく抽
出することができず、副本に誤った情報が反映され、他市に正しい情報を提供で
きなくなり、また、マイナポータルで正しい情報が参照できなくなるなど、市民
サービスに重大な影響を及ぼす恐れがある。

以上のことから、本業務を適正に履行できる者は、当該システムについて詳細
な知識等を有する、当該システムを構築した業者である日本コンピューター株式
会社以外にないため、当該業者との随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



62
健康推進
課

222-9936 特定健康診査業務
一般社団法人
大阪府医師会

― R8.4.1

　本業務は健診業務を医療機関に委託するという性質・目的からしても競争入
札には適さず、相応する資力、信用、技術、経験等を有する大阪府内の各医療
機関で検査する体制を整え、市民が健診を受けやすい環境を整備することが必
要である。高齢者の医療の確保に関する法律第18条及び第20条に基づき、特
定健康診査が履行できる医療機関と随意契約を行うものである。一般社団法人
大阪府医師会に属する医療機関については、一般社団法人大阪府医師会との
契約を通じて業務を委託することにより契約事務の効率化を図るものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
8,514円/基本項目
1件　ほか

63
健康推進
課

222-9936 特定健康診査業務
一般社団法人
堺市医師会

― R8.4.1

　本業務は健診業務を医療機関に委託するという性質・目的からしても競争入
札には適さず、相応する資力、信用、技術、経験等を有する堺市内の各医療機
関で検査する体制を整え、市民が健診を受けやすい環境を整備することが必要
である。このことから、堺市特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する要
綱第4条に基づき、特定健康診査が履行できる医療機関と随意契約を行うもの
である。なお、一般社団法人堺市医師会に属する医療機関については、一般社
団法人堺市医師会との契約を通じて業務を委託することにより契約事務の効率
化を図るものである。なお、「堺市特定健康診査及び特定保健指導の実施に関
する要綱」に基づき実施する業務である。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
231円/詳細項目
1件　ほか



64
健康推進
課

222-9936 特定健康診査業務

・医療法人生登会寺元記
念病院
・社会医療法人阪南医療
福祉センター阪南中央病
院
・医療法人宝生会ＰＬ病院
・独立行政法人労働者健
康安全機構大阪労災病
院
・社会医療法人生長会ベ
ルクリニック
・社会医療法人生長会ベ
ルランド総合病院
・医療法人知音会中之島
クリニック
・医療法人知音会中之島
クリニックレディースプラ
ザ
・医療法人上野会上野会
クリニック
・社会医療法人寿楽会大
野クリニック
・社会医療法人生長会府
中クリニック
・医療法人上野会上野会
クリニックあべのBranch
・医療法人朋愛会淀屋橋
健診プラザ

― R8.4.1

　本業務は健診業務を医療機関に委託するという性質・目的からしても競争入
札には適さず、相応する資力、信用、技術、経験等を有する各医療機関で検査
する体制を整え、市民が健診を受けやすい環境を整備することが必要である。
このことから、堺市特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する要綱第4条
に基づき、特定健康診査が履行できる医療機関と随意契約を行うものである。
なお、「堺市特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する要綱」に基づき実
施する業務である。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
8,514円/基本項目
1件　ほか



65
健康推進
課

222-9936 特定健康診査業務

・･医療法人朋愛会淀屋
橋総合クリニック
･医療法人正崚会なかし
ま内科クリニック
･医療法人健育會別所外
科診療所
･医療法人紀章会山田ク
リニック
･医療法人泉翔会かとう鳳
クリニック
･医療法人健生医心会く
わ総合クリニック
･医療法人安和会なかも
ずクリニック
･朴井診療所
･医療法人雄徳会たつみ
クリニック
･内科・外科・内視鏡みや
びクリニック
･いわもと内科クリニック
･医療法人良樹会T内科ク
リニック堺院
･なかむら内科医院
･まや内科クリニック

― R8.4.1

　本業務は健診業務を医療機関に委託するという性質・目的からしても競争入
札には適さず、相応する資力、信用、技術、経験等を有する堺市内の各医療機
関で検査する体制を整え、市民が健診を受けやすい環境を整備することが必要
である。このことから、堺市特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する要
綱第4条に基づき、特定健康診査が履行できる医療機関と随意契約を行うもの
である。なお、「堺市特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する要綱」に
基づき実施する業務である。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
8,514円/基本項目
1件　ほか



66
健康推進
課

222-9936 特定保健指導業務

･一般社団法人堺市医師
会
･医療法人生登会寺元記
念病院
･社会医療法人阪南医療
福祉センター阪南中央病
院
･医療法人宝生会ＰＬ病院
･独立行政法人労働者健
康安全機構大阪労災病
院
･社会医療法人生長会ベ
ルクリニック
･社会医療法人生長会ベ
ルランド総合病院
･医療法人知音会中之島
クリニック
･医療法人知音会中之島
クリニックレディースプラ
ザ
･医療法人上野会上野会
クリニック
･社会医療法人寿楽会大
野クリニック
･社会医療法人生長会府
中クリニック
･医療法人上野会上野会
クリニックあべのBranch
･医療法人朋愛会淀屋橋
健診プラザ

― R8.4.1

　本業務は保健指導業務を医療機関に委託するという性質・目的からしても競
争入札には適さず、相応する資力、信用、技術、経験等を有する堺市内の各医
療機関で実施する体制を整え、市民が特定保健指導を受けやすい環境を整備
することが必要である。このことから、堺市特定健康診査及び特定保健指導の
実施に関する要綱第７条に基づき、特定健康診査が履行できる医療機関と随意
契約を行うものである。なお、「堺市特定健康診査及び特定保健指導の実施に
関する要綱」に基づき実施する業務である。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
9,286円/初回面接
1件　ほか



67
健康推進
課

222-9936 特定保健指導業務

･医療法人朋愛会淀屋橋
総合クリニック
･医療法人正崚会なかし
ま内科クリニック
･医療法人健育會別所外
科診療所
･医療法人紀章会山田ク
リニック
･医療法人泉翔会かとう鳳
クリニック
･医療法人健生医心会く
わ総合クリニック
･医療法人安和会なかも
ずクリニック
･朴井診療所
･医療法人雄徳会たつみ
クリニック
･内科・外科・内視鏡みや
びクリニック
･いわもと内科クリニック
･医療法人良樹会T内科ク
リニック堺院
･なかむら内科医院
･まや内科クリニック

― R8.4.1

　本業務は保健指導業務を医療機関に委託するという性質・目的からしても競
争入札には適さず、相応する資力、信用、技術、経験等を有する堺市内の各医
療機関で実施する体制を整え、市民が特定保健指導を受けやすい環境を整備
することが必要である。このことから、堺市特定健康診査及び特定保健指導の
実施に関する要綱第７条に基づき、特定健康診査が履行できる医療機関と随意
契約を行うものである。なお、「堺市特定健康診査及び特定保健指導の実施に
関する要綱」に基づき実施する業務である。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
9,286円/初回面接
1件　ほか

68
健康推進
課

222-9936 健康診査業務
一般社団法人
堺市医師会

― R8.4.1

　本業務は健診業務を医療機関に委託するという性質・目的からしても競争入
札には適さず、相応する資力、信用、技術、経験等を有する堺市内の各医療機
関で検査する体制を整え、市民が健診を受けやすい環境を整備することが必要
である。このことから、堺市健康診査及び保健指導の実施に関する要綱第４条
に基づき、健康診査が履行できる医療機関と随意契約を行うものである。なお、
一般社団法人堺市医師会に属する医療機関については、一般社団法人堺市医
師会との契約を通じて業務を委託することにより契約事務の効率化を図るもの
である。なお、「堺市健康診査及び保健指導の実施に関する要綱」に基づき実
施する業務である。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
8,514円/基本項目
1件　ほか



69
健康推進
課

222-9936 健康診査業務

･医療法人正崚会なかし
ま内科クリニック
･医療法人健育會別所外
科診療所
･医療法人紀章会山田ク
リニック
･医療法人泉翔会かとう鳳
クリニック
･医療法人健生医心会く
わ総合クリニック
･医療法人安和会なかも
ずクリニック
･朴井診療所
･医療法人雄徳会たつみ
クリニック
・内科・外科・内視鏡みや
びクリニック
・いわもと内科クリニック
・医療法人良樹会T内科ク
リニック堺院
・なかむら内科医院
・まや内科クリニック

― R8.4.1

　本業務は健診業務を医療機関に委託するという性質・目的からしても競争入
札には適さず、相応する資力、信用、技術、経験等を有する堺市内の各医療機
関で検査する体制を整え、市民が健診を受けやすい環境を整備することが必要
である。このことから、堺市健康診査及び保健指導の実施に関する要綱第4条
に基づき、健康診査が履行できる医療機関と随意契約を行うものである。なお、
「堺市健康診査及び保健指導の実施に関する要綱」に基づき実施する業務であ
る。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
8,514円/基本項目
1件　ほか



70
健康推進
課

222-9936 保健指導業務

・一般社団法人　堺市医
師会
・医療法人正崚会　なかし
ま内科クリニック
・医療法人健育會　別所
外科診療所
・医療法人紀章会山田ク
リニック
・医療法人泉翔会　かとう
鳳クリニック
・医療法人健生医心会　く
わ総合クリニック
・医療法人安和会　なかも
ずクリニック
・朴井診療所
・医療法人雄徳会　たつ
みクリニック
・内科・外科・内視鏡みや
びクリニック
・いわもと内科クリニック
・医療法人良樹会　T内科
クリニック堺院
・なかむら内科医院
・まや内科クリニック

― R8.4.1

　本業務は保健指導業務を医療機関に委託するという性質・目的からしても競
争入札には適さず、相応する資力、信用、技術、経験等を有する堺市内の各医
療機関で実施する体制を整え、市民が保健指導を受けやすい環境を整備するこ
とが必要である。このことから、堺市健康診査及び保健指導の実施に関する要
綱第7条に基づき、保健指導が履行できる医療機関と随意契約を行うものであ
る。なお、一般社団法人堺市医師会に属する医療機関については、一般社団法
人堺市医師会との契約を通じて業務を委託することにより契約事務の効率化を
図るものである。なお、「堺市健康診査及び保健指導の実施に関する要綱」に基
づき実施する業務である。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
9,286円/初回面接
1件　ほか

71
健康推進
課

222-9936 各種がん検診（査）業務
一般社団法人　堺市医師
会

― R8.4.1

本業務は性質・目的からしても競争入札には適さず、相応する資力、信用、技
術、経験等を有する本市内の医療機関で検査する体制を整え、市民が検診を
受けやすい環境を整備することが必要である。
このことから、本市内で各種がん検診（査）が履行できる医療機関を、要綱に基
づいて指定し随意契約行うものであり、指定された医療機関が所属する一般社
団法人堺市医師会に業務を委託することにより契約事務の効率化を図るもので
ある。
　なお、「堺市胃がん検診の実施に関する要綱」、「堺市肺がん検診の実施に関
する要綱」、「堺市大腸がん検診の実施に関する要綱」、「堺市子宮頸がん検診
の実施に関する要綱」、「堺市乳がん検診の実施に関する要綱」、「堺市胃がん
リスク検査の実施に関する要綱」、及び「堺市前立腺がん検査の実施に関する
要綱」に基づき実施する業務である。
（地方自治法施行令167条の2第1項第2号）

1者随契

単価契約
10,318円/胃エック
ス線検査1件　ほ
か



72
健康推進
課

222-9936
子宮頸がん検診業務（集団）及
び乳がん検診業務（集団）

公益財団法人　大阪府保
健医療財団

― R8.4.1

　公益財団法人大阪府保健医療財団は、がんの一次予防を推進し、がんから
府民を守るために設立され、子宮頸がん、乳がんに関する事業を遂行しており、
がん検診の精度管理の指標として厚生労働省「がん検診事業の評価に関する
委員会」により作成された「事業評価のためのチェックリスト」に定められた「仕
様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」を実施することができ、年間を
通じて堺市区域で必要となる検診車の派遣が唯一可能な財団である。
　また、同財団は公衆衛生活動の推進及び調査研究や、がん・循環器病の予防
に関する知識の啓発普及及び保健医療情報の提供を大阪府内の市町村に行っ
ており、より精度の高い検診を実施することができる。
　このことから、女性特有のがん検診について堺市子宮頸がん検診の実施に関
する要綱第5条及び堺市乳がん検診の実施に関する要綱第5条に基づき指定し
た公益財団法人大阪府保健医療財団と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令167条の2第1項第2号）

1者随契

単価契約
326,700円/子宮頸
がん検診業務（集
団）　休日以外の
検診・検診車1台
の基本料金　ほか

73
健康推進
課

222-9936 画像保管装置年間保守業務
キヤノンメディカルシステ
ムズ株式会社南大阪支
店

3,208,000 R8.4.1

　本業務は読影機器及びシステムの保守管理を行うものであり、画像データの
蓄積や保管等、本業務を履行するためには当システムについての詳細な設定
を熟知し知識を有していることが必要である。システム全体の機能を損なうこと
なく本業務を履行できるのは、当システムを開発し、読影機器に当システムを加
え独自のシステムを導入した当該業者のみである。
　他業者が本業務を履行した場合、画像データの蓄積漏れや、保管の誤り等が
発生することで、比較読影ができなくなる等、市民サービスに重大な影響を及ぼ
す恐れがあるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

74
健康推進
課

222-9936 がん検診読影業務
一般社団法人　堺市医師
会

― R8.4.1

　本業務は、胃、肺及び乳にそれぞれ十分な経験を有する医師によって読影し
結果を判定することが検診精度を保つために必要不可欠であり、その目的及び
性質が競争入札には適さず、読影の精度管理の観点より相応する資力、信用、
技術、経験等を有することが必要になる。このため、本業務を履行できる体制が
整えられている読影機関を要綱に基づいて指定し随意契約を行うものであり、
指定された読影機関である一般社団法人堺市医師会に業務を委託するもので
ある。
 　なお、「堺市胃がん検診の実施に関する要綱」、「堺市肺がん検診の実施に関
する要綱」、「堺市乳がん検診の実施に関する要綱」に基づき実施する業務であ
る。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

総価契約分
38,625,160円
実績に応じて
30,800円/回、
61,600円/回を加
算



75
健康推進
課

222-9936 成人歯科検診業務
一般社団法人　堺市歯科
医師会

― R8.4.1

成人歯科検診事業は、「堺市成人歯科検診の実施に関する要綱」に基づき、う
蝕や歯周病等の歯科疾患を早期に発見し、必要な保健指導を行うことで、歯の
喪失予を目的として実施するものであり、市民が身近な地域で受診できる健診
体制を継続的に確保する必要がある。検診の実施にあたっては、同要綱に基づ
き本市内の医療機関を指定して行うこととしており、当該指定医療機関の把握
及び調整を行っているのは、一般社団法人堺市歯科医師会のみである。当該
歯科医師会に業務を委託することにより、事業の適正な履行が確保され、あわ
せて契約事務の効率化を図ることができることから、本事業はその目的及び性
質上、当該歯科医師会以外の者による適正な履行の確保が困難である。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
5,791円（減免者
6,291円）

76 斎場 228-0167 斎場火葬運営業務 太陽築炉工業(株) 122,766,600 R8.4.1

　火葬炉設備等は設計製作設置業者である太陽築炉工業株式会社のソフトウェ
アによるコンピュータ制御によって運転しており、特に、自動燃焼制御システム、
炉圧制御システムは特許を取得しているなど、本業務における火葬炉の適正運
転、運転操作、各種設備の日常点検・整備、応急修理、部品交換、コンピュータ
の調整及び点検にあたっては、火葬炉その他の設備、火葬炉運転制御コン
ピュータに係る既設火葬炉設備等の製作者独自の特許技術が必要である。仮
に、火葬炉制御プログラムの製作者以外の者が本業務を履行した場合には、火
葬炉の適正な運転整備等がなされないことで、制御プログラムの誤作動により、
設備の故障、動作不良を起こし、葬送という人々にとって重要な場面において提
供するサービスに重大な瑕疵を発生させる恐れがあることから、詳細な知識等
を有しない者に本業務を履行させることはできない。
　また、火葬業務については限られた時間の中で、告別・火葬・収骨という一連
の流れとして行われるため、コンピュータ制御を用いた一体的指揮命令系統が
必要であり、かつ火葬炉の運転に伴う環境対策を含めた全体的な業務責任を
明確にする必要があるため、各業務を一括して発注する必要がある。
　以上のことより、既設火葬炉設備等の製作者独自の特許技術を有する当該設
備・機器の製造・設置を行った太陽築炉工業株式会社以外にないため、当該業
者に随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

77 斎場 228-0167 斎場火葬炉等保守点検業務 太陽築炉工業(株) 4,077,150 R8.4.1

　本業務は、火葬炉（本体・前室・炉内台車・燃焼装置・送風機・通風関係・計装
設備・バグフィルター・灰処理装置・圧縮空気）等設備機器を一体的に保守点検
をおこなうものである。
　当該火葬炉設備・機械は、一連の火葬業務全般を円滑かつ適正に履行する
ためコンピュータ制御により一体的に運用管理されており、火葬炉を適正に保守
を行うためには、当該火葬炉の設備・機械全体の構成やコンピュータ制御に関
する詳細な知識が不可欠となる。
　太陽築炉工業株式会社は、当該火葬炉設備・機械の製造・設置業者であり、
適正な保守点検に必要となる当該火葬炉の設備・機械全体の構成・コンピュー
タ制御に関する詳細な知識
を有する業者は他にはないため、当該業者と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



78 斎場 228-0167
斎場中央監視装置等保守点検
業務

アズビル(株)ビルシステム
カンパニー関西支社

2,805,000 R8.4.1

　中央監視装置は熱源系統、各空調系統の設備ならびに自動制御機器を24時
間遠隔監視しており、計装システムを継続して正常に運転させることを目的に点
検を行うものである。中央監視装置の運用を滞りなく行うには、当該中央監視装
置の監視システム、監視機器及び各機器設備ほか細部にわたり熟知している
必要があり、当該装置を製造、設置した者以外による適正な履行は見込めず、
契約の性質及び目的が競争入札に適しない。仮に障害発生時に中央監視装置
の詳細な知識等を有しない者が本業務を履行する場合、障害発生時において、
中央監視装置の系統及び自動制御機器の解読に時間を要し復旧に多大な時
間を要する可能性が増し、迅速な対応ができなくなり、火葬運営事業に支障が
生じ、ご遺族に著しく影響を及ぼす恐れがあるため、当該業者と随意契約を行う
ものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

79 斎場 228-0167
斎場個別空調設備保守点検業
務

城陽ダイキン空調(株)
南大阪営業所

3,080,000 R8.4.1

　本業務は当該設備機器をオンライン監視で保守対象機器を24時間体制で監
視を行い、異常発生時には現地へ点検員を派遣し対応するものである。電話回
線を用いて監視を行っているため、異なる業者では監視システムに接続すること
ができず、コンピューター制御されている当該設備機器の保守点検を行うことが
できない。
　以上の理由により、本業務は製造・設置業者である当該業者でないと履行で
きない。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

80
衛生研究
所

238-1848
衛生研究所液体クロマトグラフ質
量分析計保守点検業務

クロマトサイエンス株式会
社

2,655,000 R8.4.1

本業務は、水質汚濁防止法・水道法・食品衛生法等に基づき、環境水・水道水・
食品等の残留農薬等を検出する液体クロマトグラフ質量分析計の機能維持を図
るため点検を行うものである。
　液体クロマトグラフ質量分析計は精密測定機器であり、各製造メーカーが分析
方法等において独自の技術を駆使し開発、製造されているため、各メーカーとも
異なる部品等が使用されている。このため、当所の保有する液体クロマトグラフ
質量分析計についても点検に使用する部品やコンピュータのプログラム等は他
社との互換性はなく、製造メーカーが持つ独自のノウハウを使用する必要があ
る。このノウハウは、製造メーカーより販売店証明（技術保証）を受けた販売店し
か利用することが出来ない。
　加えて当該機器は設置の際、既設の排気ダクトや特殊ガス配管、窒素製造装
置などと接続させた上で性能の確認、検収を行っており、これらの設置状況を熟
知した設置業者でなければ、機器に対し重大な障害を生じさせる恐れがある。
　仮に株式会社エービー・サイエックスより販売店証明を受けていない業者や、
当所の設備環境に合わせた当該機器の設置状況を熟知していない業者が本業
務を履行する場合、製造メーカーが持つ独自のノウハウを使用できないことでそ
の機能が維持できず、検査結果の信頼性確保が困難になることや、当該機器と
特殊ガスや電源等との接続に関する重大な障害により機器が故障し検査ができ
なくなることで、市民の健康の安全・安心に影響を及ぼす恐れがある。
　以上より、本業務を履行できるのは、製造メーカーである株式会社エービー・
サイエックスから販売店証明を受けており、かつ当所の設備環境に合わせた当
該機器の設置状況を熟知した設置業者であるクロマトサイエンス株式会社のみ
であることから、当該業者と随意契約を行うものである。
　（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



81
衛生研究
所

238-1848 感染症発生動向調査業務
一般社団法人大阪府医
師会

― R8.4.1

本業務は、感染症法に基づき各医療機関から感染症の罹患情報を受け、各自
治体（本市および大阪府、大阪市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾
市、寝屋川市、吹田市）で取りまとめ、府内および国全体のデータとして解析し、
その情報を広く還元するものである。感染症流行は市域、府域をまたいで生じる
ものであるため、情報の正確な解析には他市との連携が不可欠である。また本
業務は、日々感染症の診断を行う地域の医療機関からの報告により、その実態
を把握するものであり、各医療機関およびその取りまとめを行っている一般社団
法人大阪府医師会なくして事業は成立しない。仮に当該法人以外の業者等が
本業務を履行する場合、本市の大部分の医療機関からの感染症罹患情報が得
られず、国の要綱に定められる感染症発生動向調査の目的が果たせないた
め、本市の感染症対策に大きな影響を及ぼす恐れがある。以上より、本業務を
履行できるのは、大阪府内の各医療機関の取りまとめを行っている一般社団法
人大阪府医師会のみであることから、当該法人と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
4,100円/月ほか

82
保健医療
薬務課

228-7582
特定医療費（指定難病）・小児慢
性特定疾病医療費助成システム
運用・保守業務

日本コンピューター株式
会社

4,519,900 R8.4.1

本業務は平成30年4月に大阪府より本市に事務移譲された特定医療費（指定難
病）支給認定業務を確実に履行するため、平成29年度に構築を行った特定医療
費（指定難病）助成システム（共通基盤（データ連携等）システム関連を含む）の
安定した運用を行うために本システムの保守を行うものである。本業務を適正に
履行するためには、本システムの機能や設定、データ構成など、本システムに
係る詳細な知識及び保守に係る技術が必要不可欠であり、本システムを構築し
た者以外による履行は見込めず、契約の性質及び目的が競争入札に適しな
い。また、令和5年4月より稼働する小児慢性特定疾病医療費助成機能につい
て、当該業者により機能追加改修を行っている。
特定医療費（指定難病）・小児慢性特定疾病医療費助成機能の詳細な知識等を
有しない者が本業務を履行した場合、システム設定の誤りやデータに起因する
不具合が生じる恐れがあり、本システムに異常が生じた際に迅速な対応が難し
い。また、処理の誤りによる各業務の遅延、窓口対応の停滞が発生し、特定医
療費（指定難病）・小児慢性特定疾病医療費助成制度に係る市民サービスに重
大な影響を及ぼす恐れがある。
以上のことから、本システムについて詳細な知識等を有し、システム全体の機能
を損なうことなく本業務を適正に履行できる者は当該システムを構築・機能追加
した日本コンピューター株式会社以外にないため、当該業者との随意契約を行
うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



83
保健医療
薬務課

228-7582
難病患者支援センター事業運営
業務

一般社団法人大阪府特
定疾患研究会

27,905,000 R8.4.1

本業務は、相談対応業務や学習会・交流会の実施等により、難病患者・家族の
療養・生活上の悩みや不安等の解消を図り、療養生活や社会参加など必要な
情報を得るための場として「難病患者支援センター」を運営するものである。
本業務を履行するには、とりわけ難病に関する専門知識と難病患者に対する情
報集積等の自立支援のノウハウが必要となる。
当該団体は、難病の医療・療養の向上に寄与することを目的として設立された
団体であり、府下全域を対象に医療・療養相談を実施し、難病に関する情報集
積や関係機関との連携のもと、難病医療ネットワークの整備を図る中心的機関
としての役割を担っている。また、難病に関する医学的専門知識と医師・看護師
等の医療職による難病支援事業のノウハウを持つ組織として府内で唯一の団
体である。
以上のことから、本業務を履行できるのは一般社団法人大阪府特定疾患研究
会のみであり、随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令 第163条第2号）

1者随契

84
保健医療
薬務課

228-7582
堺市在宅人工呼吸器使用患者
支援事業における訪問看護業務

・有限会社総合医療企画
・株式会社ハピネスTK
・帝人訪問看護ステーショ
ン株式会社
・有限会社オフィスエイド

― R8.4.1

本業務は、対象者が申請することにより、その主治医の指示に基づいて訪問看
護ステーション等の事業者の実施する訪問看護サービスを受けることができる
業務であり、当該事業者は、堺市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱
第5条の規定により委託の相手方として決定された訪問看護実施機関であるた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
8,450円/回
2,500円/回　ほか

85
感染症対
策課

222-9933 予防接種業務（個別接種）
一般社団法人堺市医師
会

― R8.4.1

適正な予防接種を行うにあたり、本業務は医療機関で実施することが適切であ
り、幅広いかかりつけ医療機関で接種できる環境を整備すべきであることから競
争入札に適さない。また、堺市定期予防接種実施要綱第5条で定めている本市
が指定する堺市医師会実施協力医療機関との契約においては、一般社団法人
堺市医師会と一括契約するのが合理的なため。(予防接種法5条及び25条)

1者随契
単価契約
3,608円／件ほか

86
感染症対
策課

222-9933

高齢者の肺炎球菌ワクチン予防
接種業務及び高齢者の帯状疱
疹ワクチン予防接種業務（個別
接種）

一般社団法人堺市医師
会

― R8.4.1

適正な予防接種を行うにあたり、本業務は医療機関で実施することが適切であ
り、幅広いかかりつけ医療機関で接種できる環境を整備すべきであることから競
争入札に適さない。また、堺市高齢者肺炎球菌予防接種の実施に関する要綱
及び堺市帯状疱疹予防接種の実施に関する要綱で定めている本市が指定する
堺市医師会実施協力医療機関との契約においては、一般社団法人堺市医師会
と一括契約するのが合理的なため。(予防接種法5条及び25条)

1者随契
単価契約
5,781円／件ほか



87
感染症対
策課

222-9933 予防接種業務

・近畿大学病院
・地方独立行政法人　大
阪府立病院機構　大阪母
子医療センター

― R8.4.1

本業務は予防接種法第5条の規定に基づく予防接種であり、公衆衛生の向上及
び増進に寄与し、もって市民の健康な生活を確保することを目的としている。ま
た、当該医療機関に病状による理由で通院または入院している本市市民に対
し、当人の健康状況を十分把握する主治医が適切な予防接種を実施し、市民の
健康を確保するため、随意契約を行うものである。(予防接種法5条及び25条)

1者随契
単価契約
18,403円／件ほか

88
感染症対
策課

222-9933
RSウイルス感染症予防接種業
務

・社会医療法人　阪南医
療福祉センター
・社会福祉法人石井記念
愛染園附属愛染橋病院
・大阪急性期・総合医療セ
ンター
・医療法人宝生会PL病院
・泉大津市立周産期小児
医療センター
・医療法人澤井産婦人科
・地方独立行政法人　大
阪府立病院機構　大阪は
びきの医療センター
・社会福祉法人　恩賜財
団　大阪府済生会　富田
林病院

― R8.4.1

本業務は予防接種法第5条の規定に基づく予防接種であり、公衆衛生の向上及
び増進に寄与し、もって市民の健康な生活を確保することを目的としている。ま
た、当該医療機関で接種を希望する本市市民に対し、当人の健康状況を十分
把握する主治医が適切な予防接種を実施し、市民の健康を確保するため、随意
契約を行うものである。(予防接種法5条及び25条)

1者随契
単価契約
29,898円／件ほか

89
感染症対
策課

222-9933 肝炎ウイルス検査業務
一般社団法人堺市医師
会

― R8.4.1

本業務は、国内最大級の感染症（日本人の約40人に1人が感染）である肝炎ウ
イルス感染者を早期に発見し、必要な定期検査や適切な治療を実施すること
で、肝硬変・肝がんといった病気への進展を防止することを目的としている。
また、本業務は医療行為であり、競争入札になじむものではなく、上記目的を達
成するためには、相応する資力、信用、技術、経験等を有する本市内の各医療
機関で検査する体制を整え、市民が検査を受けやすい環境を整備することが必
要である。
これらのことから、本業務は入札により特定の事業者にのみ業務を委託するこ
とに適さず、本市内で肝炎ウイルス検査が履行できる業者と随意契約を行うも
のである。
なお、一般社団法人堺市医師会に属する医療機関については、一般社団法人
堺市医師会との契約を通じて検査を委託することにより契約事務の効率化をは
かるものである。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契
単価契約3,674円
／件ほか



90
感染症対
策課

222-9933
成人等に対する麻しん風しん混
合及び風しん単抗原予防接種業
務

一般社団法人堺市医師
会

― R8.4.1
堺市風しん予防接種実施要綱第5条により、予防接種実施機関が当該相手方
の会員が開設する医療機関と定められているため。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契
単価契約
8,075円／件ほか

91
感染症対
策課

222-9933
妊娠を希望する女性等への風し
ん抗体検査業務

一般社団法人堺市医師
会

― R8.4.1

厚生労働省が平成26年に制定した「風しんに関する特定感染症予防指針」で
は、先天性風しん症候群の発生防止、また風しんの排除のため、妊娠を希望す
る女性や妊婦の同居者等に風しん抗体検査や予防接種の勧奨等を行う必要が
あるとされており、これを受けて本市においても実施体制を整備しているところで
ある。
本業務は医療行為であり、競争入札になじむものではなく、上記目的を達成す
るためには、相応する資力、信用、技術、経験等を有する本市内の各医療機関
で検査する体制を整え、市民が検査を受けやすい環境を整備することが必要で
ある。
これらのことから、本業務は入札による業者選定にそぐわず、大多数の医療機
関が属する一般社団法人堺市医師会と随意契約を行うものである。
また、堺市風しん抗体検査事業実施要領においても、実施機関が定められてい
るため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
5,423円／件ほか

92
感染症対
策課

222-9933
結核健康診断（接触者健康診
断・管理検診）業務

一般社団法人　堺市医師
会 ― R8.4.1

本業務は医療行為であり、競争入札になじむものではなく、結核健康診断業務
を遂行するためには、相応の資力、信用、技術、経験等を有する本市内の各医
療機関で検診する体制を整え、市民が検診を受けやすい環境を整備することが
必要である。
これらのことから、本業務は入札により特定の業者にのみ用務を委託することに
適さず、結核健康診断が履行できる業者にのみ随意契約を行うものである。な
お、一般社団法人堺市医師会に属する医療機関については、一般社団法人堺
市医師会との契約を通じて健康診断を委託することにより契約事務の効率化を
はかるものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
4,026円／件ほか

93
感染症対
策課

222-9933
結核健康診断（接触者健康診
断・管理検診）業務

・地方独立行政法人　大
阪府立病院機構　大阪は
びきの医療センター
・一般財団法人　大阪府
結核予防会

― R8.4.1

本業務は医療行為であり、競争入札になじむものではなく、結核健康診断業務
を遂行するためには、相応の資力、信用、技術、経験等を有する本市内の各医
療機関で検診する体制を整え、市民が検診を受けやすい環境を整備することが
必要である。
これらのことから、本業務は入札により特定の業者にのみ用務を委託することに
適さず、結核健康診断が履行できる業者にのみ随意契約を行うものである。な
お、一般社団法人堺市医師会に属する医療機関については、一般社団法人堺
市医師会との契約を通じて健康診断を委託することにより契約事務の効率化を
はかるものである。
また、上記理由に加え市民の利便性を鑑み、第二種感染症指定医療機関に指
定されており結核病床を有する大阪はびきの医療センターとも随意契約を行うも
のである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
4,026円／件ほか



94
感染症対
策課

222-9933
結核健康診断（IGRAs検査（QFT
検査及びT-SPOT検査））業務

・地方独立行政法人　大
阪府立病院機構　大阪は
びきの医療センター
・独立行政法人　国立病
院機構　近畿中央呼吸器
センター
・一般財団法人　大阪府
結核予防会
・社会医療法人同仁会
耳原総合病院
・社会医療法人同仁会
みみはら高砂クリニック
・社会医療法人同仁会
みみはらファミリークリ
ニック
・社会医療法人同仁会
耳原鳳クリニック
・社会医療法人啓仁会
堺咲花病院

― R8.4.1

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条に基づき指
定を受けている指定医療機関のうち、本業務の履行体制が整えられる各医療機
関と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
12,573円／件ほか

95
感染症対
策課

222-9933 結核検診業務 一般社団法人堺市医師会 ― R8.4.1

本業務は、本市が医療機関に委託し実施する肺がん検診で撮影した胸部エック
ス線写真を基に、結核に関しての読影を、撮影した医療機関において医師が行
う医療行為の委託であり、結核の早期発見・治療を目的とするものである。
肺がん検診業務は、肺がん検診を受注可能な医療機関が所属する一般社団法
人堺市医師会と随意契約を行っており、上記のとおり、本業務では肺がん検診
受注医療機関において撮影したエックス線写真を基に、同医療機関で読影を行
うものであることから、契約相手方を同じく一般社団法人堺市医師会とするもの
である。
また、本業務は医療行為であり、競争入札になじむものではなく、相応の資力、
信用、技術、経験等を有し確実な履行が見込まれる本市内の各医療機関で検
診する体制を整え、市民が検診を受けやすい環境を整備することが必要である
こと、又、前述のとおりそれら医療機関が属する団体が一般社団法人堺市医師
会であることから、当該相手方と随意契約を行うものである。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契
単価契約
935円／件



96
感染症対
策課

222-9933
堺市結核医療給付システム保守
業務

東芝デジタルエンジニアリ
ング株式会社　関西事業
所

2,156,000 R8.4.1

本業務は、結核の登録患者の管理及び公費の支給決定等医療支援を行うため
の「結核医療給付システム」を円滑かつ継続して使用することを目的として運用
保守を行うものである。そのためには、システムの構成全体を把握し、プログラ
ムの作成、変更等の詳細な手順や設定など、当該システムに係る詳細な知識
及び技術が不可欠である。よって開発業者以外による適正な履行は見込めず、
契約の目的が競争入札に適しない。
当該システムの詳細な設定などに関する知識等を有しない者が本業務を履行し
た場合、設定の誤り等により、システムに不具合が生じ、結核登録患者の適正
な管理ができず、ひいては結核患者の治療が妨げられ、結核感染の拡大や市
民の健康を損なわせる恐れがある。
　以上のことより、本業務を適正に履行できるのは、当該システムの開発業者で
ある東芝デジタルエンジニアリング株式会社の関西事業所以外になく、当該業
者と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

97
感染症対
策課

222-9933
結核登録者情報システム（堺市
独自システム）保守業務

東芝デジタルエンジニアリ
ング株式会社　関西事業
所

2,051,500 R8.4.1

本業務は、結核の登録患者支援及び接触者管理を行うため「結核登録者システ
ム（厚生労働省システム）」とデータ連携を行いながら、既存の「結核登録者情報
システム（堺市独自システム）」を円滑かつ継続して使用することを目的として運
用保守を行うものである。そのためには、システムの構成全体を把握し、プログ
ラムの作成、変更等の詳細な手順や設定など、当該システムに係る詳細な知識
及び技術が不可欠である。よって開発業者以外による適正な履行は見込めず、
契約の目的が競争入札に適しない。
当該システムの詳細な設定などに関する知識等を有しない者が本業務を履行し
た場合、設定の誤り等により、システムに不具合が生じ、結核登録患者及び接
触者の適正な管理ができず、ひいては結核感染の拡大や市民の健康を損なわ
せる恐れがある。
以上のことより、本業務を適正に履行できるのは、当該システムの開発業者で
ある東芝情報システム株式会社からSIソリューション事業において営む各種コン
サルテーション、システムの設計・開発・構築・保守及び販売に係る事業に関す
る事業継承を受けた東芝デジタルエンジニアリング株式会社　関西事業所以外
になく、当該業者と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



98
生活衛生
課

222-9940 生活衛生システム保守業務
日本コンピューター株式
会社

5,940,000 R8.4.1

　本業務の履行に必要な知識等を有する者が１者しかないため、本業務は競争
入札に適さず、随意契約を行うものである。
　本業務は、生活衛生システムの運用・保守およびサブシステムの制度改正等
に対応するプログラムの追加・変更等改修作業を行うものであり、稼働監視や
障害管理、プログラムの変更内容、本市独自のカスタマイズ部分の影響範囲の
抽出等、本業務を履行するためには、本システムの詳細な設定や各種サーバ
の構成等システムについての詳細な知識及び改修・保守に係る技術が必要で
ある。仮に詳細な知識を有しない者が本業務を履行した場合、システム稼働監
視に異常が生じた際の対応の遅延、システム設定の誤りや漏れ、改修工数の
長期化などが生じ、システム処理の誤りによる市民への通知ミス、窓口対応の
停滞など市民サービスに重大な影響を及ぼす恐れがあるため、詳細な知識等を
有しない者に本業務を委託することはできない。
　詳細な知識等を有し、システム全体の機能を損なうことなく本業務を履行でき
るのは当システムを開発・導入した日本コンピューター株式会社以外にないた
め、当該業者との随意契約を行うものである
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契


